
養老町教育委員会定例会 

 

１.開催日時  令和８年３月６日（金）午後１時３０分 

 

２.開催場所  養老町役場 ３階第１会議室 

 

３.議事日程   

日程第１ 議案第１１号 養老町休日の部活動地域移行推進協議会設置要綱の

一部を改正する要綱について 

日程第２ 議案第１２号 令和８年度小中学校教育指導の方針と重点について 

日程第３ 議案第１３号 令和８年度保育園・認定こども園 教育・保育の方 

針と重点について 

日程第４ 議案第１４号 令和８年度養老町生涯学習の方針と重点について 

日程第５ 議案第１５号 令和８年度準要保護者の認定（継続）について 

 

４.出席者 

早﨑 京子 教育長 
後藤 稔治 委 員 
近藤 法雄 委  員 
松永 恒雄 委  員 

事務局長始め、事務局職員 ４名  ※傍聴者０名 

 

町民憲章朗唱 

 

５.審議概要 

後藤委員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 議事日程に従いまして、進めさせていただきます。 
 それでは、議案第１１号養老町休日の部活動地域移行推進協議

会設置要綱の一部を改正する要綱についての説明を求めます。 
 この協議会は令和４年度から休日の中学校部活動の地域移行す

るために学校関係者を始め、部活動へ関わる先生方、地域のスポ

ーツ関係者らで組織する協議会で、これからの休日の部活動の地

域移行について協議をしています。運動部については、おおよそ

７割の部活動が地域移行することができています。文化部につい

ては、来年度以降に行う予定です。また、今後この取り組みは休

日に留まらず平日についても地域移行を進める必要があることか

ら養老町休日の部活動地域移行推進協議会設置要綱の一部を改正
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後藤委員 

 

 

 

生涯学習課長 

 

するものです。なお、これまでは休日の部活動の「地域移行」と

いう文言を使用してきましたが、今後は、国が示している「地域

展開」として進めて参ります。改正内容につきましては、題名を

「地域移行」から「地域展開」へ改めます。また、第１条中の「休

日の」という文言を削り、「移行し」を「展開し」に改め、「休日

の部活動地域移行」を中学校部活動地域展開」に改めます。第２

条中の「休日の部活動地域移行」を「部活動地域展開」とし、同

条第４号中「部休日活動地域移行」を「部活動地域展開の推進」

に改めます。 
この件につきまして質問・意見等はありますか。 

＜異議なしの声＞ 

それでは承認とします。次に議案第１２号令和８年度小中学校

教育指導の方針と重点について説明を求めます。 

毎年、この方針と重点については、学習指導要領、第４次岐阜

県教育振興基本計画、養老町の教育大綱を踏まえなら、教務主任

会、教頭会、校長会の中で、検討して修正等を行っています。 

以降、資料に基づき説明。 
この件につきまして質問・意見等はありますか。 

＜異議なしの声＞ 

では承認とします。次に議案第１３号令和８年度保育園・認定こ

ども園 教育・保育の方針と重点について説明を求めます。 
令和８年度保育園・認定こども園 教育・保育の方針と重点に

ついては、前文の内容がコロナ渦のことについての記載が多くあ

ったため、現状に沿った内容に変更しています。また、昨年度、

国のこどもまんなか応援サポーター宣言の趣旨に賛同し、その取

り組みを推進するために、こどもまんなか応援サポーター宣言に

ついて追加しました。また、令和７年３月に「みんなではぐくむ 

こどもまんなか養老」を基本理念とした「養老町こども計画」を

策定しましたので追加しました。 

以降、資料に基づき説明。 
この件につきまして質問・意見等はありますか。 

＜異議なしの声＞ 

では承認とします。次に議案第１４号令和８年度養老町生涯学習

の方針と重点について説明を求めます。 
令和８年度養老町生涯学習の方針と重点については、大きな変

更はございませんので、修正箇所について説明します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤委員 

P2家庭教育支援チームの発足についての加除 
P5社会人権教育、学校人権教育の文言の修正 
P6こども食堂が子ども課へ移管されたことによりもこども食堂の

文言を削除 
P6スポーツ振興の部でドイツとの交流についての記載でスポーツ

だけでなく、文化での交流も実施しているためスポーツ振興の部

にのみ記載していたドイツ交流の文言を削除 
P7子どものスポーツ活動への参加機会拡大内の「～小学校低学年

児童による遊びバルシューレ等を推進する」の「低学年」部分を

削除 
P8バルシューレチャンピョンシップを令和８年度は実施しないた

め削除 
P8「地域移行」を「地域展開」へ変更 
P8社会体育施設予約システムを更新するためその事業を追加 

この件につきまして質問・意見等はありますか。 

＜異議なしの声＞ 

では承認とします。 
＜非公開＞ 
議案第１５号 令和８年度準要保護者の認定(継続)について 

６．教育長   報告 

７．各教育委員 意見交換 

８．事務局   連絡事項 

 

次回の開催日時を確認し閉会  閉会 午後４時３０分 


